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No. 検討事項 現行仕様／問題点 検討結果 

① 
「積荷目録情報登録（Ｍ
ＦＲ）」業務の省略可能
化 

「出港前報告（ＡＭＲ）」業務と「積荷目録情報登録（ＭＦＲ）」業務
で同一の内容を報告しており、冗長であるため、ＡＭＲの情報を利用し
て積荷目録提出（ＭＦＲ－ＤＭＦ）まで完了させてほしい。 
 

現行フローの他に、出港前報告（ＡＭＲ）情報を利用しＭＦ
Ｒを実施することなくＤＭＦの実施を可能とする新規フロー
を可能とする。 
なお、ＭＦＲにおける必須項目がＡＭＲにて未登録の場合は、
ＤＭＦ前までにＣＭＲによって訂正登録しておく必要がある。 

② 
「積荷目録情報登録（一
括）（ＭＦＩ）」業務に
おけるＣＹ一括登録機能 

海外の出港前報告者は、コンテナオペレーション会社（利用者コード５
桁）を把握することが困難であるため、出港前報告時に当該項目の登録
ができない。この場合、本邦利用者によるＭＦＩが実施できない（エ
ラーとなる）。 

ＭＦＩにコンテナオペレーション会社の入力項目を追加し、
出港前報告（ＡＭＲ）情報にコンテナオペレーション会社の
登録がない場合でも当該項目に入力がされている場合はエ
ラーとせず、入力値に基づき、貨物情報の登録が行えるよう
に変更する。 

③ 船舶情報の変更に伴う 
再報告の簡素化 

①トランシップ等による船舶情報の変更に伴う再報告は、船舶情報以外
のすべての項目を再入力する必要があるため、煩雑である。 
 
②欧州→釜山（トランシップ）→日本のような航路の場合、欧州の出港
前に報告をしていたとしても、船会社は釜山において船舶情報の変更に
伴う再報告（トランシップ登録）を行う必要がある。また、ＮＶＯＣＣ
も船会社同様、欧州の出港前に報告をしていたとしても、船会社から連
絡を受けて船舶情報の変更に伴う再報告を行う必要があるが、船会社⇔
ＮＶＯＣＣ間の連絡不備等により、 ＮＶＯＣＣによる釜山での再報告が
実施できず、結果的に船舶情報不一致、出港日時報告未済となるケース
がある。 
 

①本船利用船会社および船積港の単位に船舶情報を一括して
訂正できる業務を新設する。また、個別にＢ／Ｌ番号を指定
して訂正することも可能とする。 
なお、従来どおり、ＡＭＲ等の船舶情報の変更に伴う再報告
機能は維持する。 
 
②ＡＨＲ（ＣＨＲ）の登録時点において、報告する積荷のト
ランシップ等による船舶情報の変更有無が判断できる場合で、
変更後の船舶情報が不明である場合に、船会社が報告するマ
スターの船舶情報に準ずる旨をあらかじめ登録できるよう、
ＡＨＲ（ＣＨＲ）に入力項目の追加を行う。 
例えば、欧州→釜山（トランシップ）→日本のような航路の
場合で、欧州出港前に欧州から釜山向けの船舶情報でＡＨＲ
の報告を行った際、マスターの船舶情報に準ずる旨を登録し
た場合は、船会社が釜山の出港前に釜山から日本向けの船舶
情報でＡＨＲの報告を行ったとしても、システムによるハウ
ス、マスター間の船舶情報不一致判定を実施しないこととす
る。 

④ 
「出港日時報告（ＡＴ
Ｄ）」業務後のＣＭＲ、
ＣＨＲの可能化 

「出港前報告訂正（ＣＭＲ）」業務および「出港前報告訂正（ハウスＢ
／Ｌ）（ＣＨＲ）」業務は、「出港日時報告（ＡＴＤ）」業務後に実施
できない。 
 
 

ＡＴＤ後、ＤＭＦ前までのＣＭＲ（ＣＨＲ）等を可能とする。
なお、ＡＴＤに先行してＤＭＦが実施されている場合は、現
行通り、ＡＴＤ前までＣＭＲ（ＣＨＲ）を可能とする。 
ただし、税関による事前通知に従いＣＭＲを行う場合は、Ａ
ＴＤおよびＤＭＦが実施されている場合でも訂正を可能とす
る（※現行通り）。 

 出港前サブＷＧにおける主要検討事項（１） 
出港前サブＷＧにおいては、２０１５年１月より以下の事項についてサブＷＧを６回開催し検討を行った。 

1 



No. 検討事項 現行仕様／問題点 検討結果 

⑤ 
「関連ハウス事前通知
（ＤＮＵ）」の改善 
 

船会社にマスターＢ／Ｌ単位で出力する「関連ハウス事前通知（ＤＮ
Ｕ）」について、該当するハウスＢ／Ｌ番号や個々の事前通知コードが
記載されていないため、どのような対応をすればよいか分からない。 
 

「関連ハウス事前通知（ＤＮＵ）」について、該当するハウ
スＢ／Ｌ番号、事前通知コード、件名を一覧に記載した通知
に変更する。 
なお、通知内容の詳細を確認する場合は、「出航前報告照会
（ＩＡＲ）」業務を利用する。 

⑥ 
「積荷目録情報登録訂正
（積荷目録提出後）（Ｃ
ＭＦ０２）」業務におけ
る運用手続きの簡素化 

ＣＭＦ０２は、あらかじめ積荷目録を提出した税関（監視担当部門）の
窓口に訂正等の理由を申し出た上で行う必要があり、手続きが煩雑であ
る。 

税関の窓口への訂正等理由の申出をＮＡＣＣＳで行うことが
できるよう、ＣＭＦ０２において入力項目に「訂正等理由
コード」、「訂正等理由（２１０桁）」欄を新設する。 

⑦ 積荷情報削除時における
削除理由の入力 

ＣＭＲ、ＣＨＲ、ＣＭＦ０１において積荷情報が削除される場合、削除
理由が不明であるため、税関審査に支障がある。 
また、ＣＭＦ０２で積荷情報を削除する場合には、あらかじめ積荷目録
を提出した税関（監視担当部門）の窓口に削除理由を申し出た上で行う
必要があり、手続きが煩雑である。 

ＣＭＲ、ＣＨＲ、ＣＭＦ０１、ＣＭＦ０２において入力項目
に「削除理由コード」、「削除理由（２１０桁）」欄を新設
する。 
 

⑧ 
「出港前報告訂正（ハウ
スＢ／Ｌ）（ＣＨＲ）」
業務におけるマスター 
Ｂ／Ｌ番号の訂正可能化 

現行のＣＨＲではマスターＢ／Ｌ番号の訂正ができないため、登録した
情報を削除したのち、再度、ＡＨＲまたはＣＨＲにて登録を行う必要が
ある。 
 

ＣＨＲにおいて、登録した情報を削除することなくマスター
Ｂ／Ｌ番号の訂正を可能とする。 
 

⑨ 出港前報告不一致Ｂ／Ｌ
の一覧照会の可能化 

入港前報告（ＤＭＦ）までに出港前報告未済による不一致を解消する必
要があるが、ＡＭＲ（ＣＭＲ）で登録したＢ／Ｌと、ＭＦＲで登録した
Ｂ／Ｌの件数の差分を把握できる機能がない。 

①ＩＭＩに新規の照会種別「Ｓ：Ｂ／Ｌ番号一覧（出港前報
告不一致）照会」を追加する 。 
 
②既存照会種別｢Ｂ：Ｂ／Ｌ番号一覧照会｣の照会項目に出港
前報告不一致（出港前報告未済、出港日時報告未済）のス
テータスを項目追加し、Ｂ／Ｌ番号の繰り返し部分をグリッ
ド表示とする。 

⑩ マッチング判定結果の通
知の改善 

【プログラム変更要望】 
マスターＢ／Ｌに先行してハウスＢ／Ｌを報告した場合、マスターＢ／
Ｌとのマッチングが不明なため報告期限を過ぎてからマスターＢ／Ｌ番
号等の入力誤りに気づく場合がある。 
上記のような場合においても、マッチング結果が分かるようにしてほし
い。 

<船会社への通知>  
ハウスＢ／Ｌ報告完了が先行した場合についても、その後の
マスターＢ／Ｌの報告時に「ハウスＢ／Ｌ報告完了通知情報
（ＳＡＳ１３５）」を出力する。 
＜ＮＶＯＣＣへの通知＞ 
ハウスＢ／Ｌ報告完了の旨が登録されたのちに、マスターＢ
／Ｌが報告された場合等において、マッチングを行い、新規
帳票をマスターＢ／Ｌ単位に出力する。 

 出港前サブＷＧにおける主要検討事項（２） 
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No. 検討事項 現行仕様／問題点 検討結果 

⑪ 積荷情報の一意制約項目
（航海番号）追加 

【プログラム変更要望】 
ＭＦＲ等で登録する積荷情報は｢船舶コード＋船会社コード＋船卸港コー
ド＋船卸港枝番｣のみで一意制約を設定している。そのため、近海航路の
定期船においては、前航海の積荷情報と重複しないよう、船卸港枝番
「１～９」を入力する仕様であるが、船卸港枝番の管理、関係者との共
有は困難であり、実務において支障が出ている。 

積荷情報の一意制約項目に航海番号を追加することで、船卸
港枝番の入力を不要＊とする。 
（＊）同一航海番号で複数回同一港に寄港する場合には、積荷情報が重複し
ないよう、従来通り、船卸港枝番を入力する必要がある。 
 
また、あわせて下記の仕様変更を行う。 
 
①ＭＦＲ、ＣＭＦ０１、ＣＭＦ０２、ＣＭＦ０３の航海番号
を必須入力化する。 
②ＣＭＦ１１、ＣＭＦ１２、ＣＭＦ１３の入力項目に航海番
号（必須入力）を追加する。 
③ＭＦＡの入力項目に航海番号（必須入力）を追加する。 
④ＤＭＦの入力項目に航海番号（必須入力）を追加する。 
⑤ＰＫＩの入力項目に航海番号（必須入力）を追加する。 
⑥ＰＩＤの入力項目に航海番号（必須入力）を追加する。 
⑦ＤＣＬ０１の入力項目に航海番号（必須入力）を追加する。 
⑧ＩＭＩの入力項目に航海番号（任意入力）を追加する。 

⑫ Ｂ／Ｌセパレート等発生
時における機能改善 

セパレート等前のＢ／Ｌに対する出港前報告が期限内に行われている場
合でも、セパレート等後のＢ／Ｌに対する出港前報告が期限超過の場合
は、出港前報告期限超過による不一致となってしまう。 
 
セパレート等前のＢ／Ｌに対して出港前報告が適切に行われている場合
でも、セパレート等後のＢ／Ｌ番号に対する出港前報告情報が登録され
ていないため、出港前報告未済による不一致となってしまう。 
また、結果的に税関によるＳＰＤ通知を受けるケースがある。 

出港前報告においては、セパレート等前後のＢ／Ｌ番号の関
連性を「ＢＬＬ（出港前報告Ｂ／Ｌ関連付け）（仮）」（新
設業務）にて予め登録したうえで、セパレート等後のＢ／Ｌ
番号について出港前報告の追加報告（ＡＭＲ、ＣＭＲ、ＡＨ
Ｒ、ＣＨＲ）を行う。 
入港前報告においては、セパレート等前後のＢ／Ｌ番号の関
連性をＢＬＬにて予め登録したうえで、セパレート等後のＢ
／Ｌ番号について入港前報告（ＭＦＲ、ＣＭＦ０１、ＣＭＦ
０２）を行う。 

⑬ 
出港前報告制度および 
入港前報告制度にかかる
業務における入力項目の
変更点 

後述のとおり 後述のとおり 

 出港前サブＷＧにおける主要検討事項（３） 
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１．出港前報告制度にかかる業務フローの簡素化 ～現行フローと次期の変更点～ 

出港前報告 

ＡＭＲ 

出港前報告 
（ハウスＢ／Ｌ） 

ＡＨＲ 

出港日時報告 

ＡＴＤ 

積荷目録情報登録 

ＭＦＲ 

積荷目録提出 

ＤＭＦ 

ハウスＢ／Ｌ情報登録 

ＮＶＣ０１ 

出港前報告訂正 

ＣＭＲ 

出港前報告訂正 
（ハウスＢ／Ｌ） 

ＣＨＲ 

積荷目録情報登録 
（一括） 

ＭＦＩ 

外国 本邦 

（原則）出港２４時間前 出港 （原則）入港２４時間前 入港 船卸 

積荷目録情報登録 
呼出し 

ＭＦＲ１１ 

到着確認登録 

ＰＩＤ 

船卸確認登録 

ＰＫＩ／ＰＫＫ 

積荷目録情報訂正 
（積荷目録提出前） 

ＣＭＦ０１ 

積荷目録情報訂正 
（積荷目録提出後） 

ＣＭＦ０２ 

MFR MFR ＭＦＲ多数件 

積荷目録情報登録 

ＭＦＲ 

ハウスＢ／Ｌ情報 
呼出し 

ＮＶＣ１１ 

ハウスＢ／Ｌ情報登録 

ＮＶＣ０１ 

Ｂ／Ｌの追加、船舶情報変更に伴う再報告以外（訂正・削除）は、事前通知貨物のみ可能 

Ｂ／Ｌの追加、船舶情報変更に伴う再報告以外（訂正・削除）は、事前通知貨物のみ可能 

ハウスＢ／Ｌ情報登録 

ＮＶＣ０１ 

①ＭＦＲの省略可能化 

③船舶情報の変更に伴う再報告の簡素化 
⑦積荷情報削除時における削除理由の入力 

④ＡＴＤ後のＣＭＲ可能化 

④ＡＴＤ後のＣＨＲ可能化 

⑦積荷情報削除時における 
 削除理由の入力 

③船舶情報の変更に伴う再報告の簡素化 
⑦積荷情報削除時における削除理由の入力 
⑧ＣＨＲにおけるマスターＢ／Ｌ番号の訂正可能化 

⑥ＣＭＦ０２における運用手続きの簡素化 
⑦積荷情報削除時における削除理由の入力 

⑪積荷情報の一意制約項目（航海番号）追加 

②ＭＦＩにおけるＣＹ一括登録機能 



１．出港前報告制度にかかる業務フローの簡素化 ～次期船会社フロー（案）～ 

出港前報告 

ＡＭＲ 

出港日時報告 

ＡＴＤ 

積荷目録情報登録 

ＭＦＲ 

積荷目録提出 

ＤＭＦ 

出港前報告訂正 

ＣＭＲ 

外国 本邦 

（原則）出港２４時間前 出港 （原則）入港２４時間前 入港 船卸 

到着確認登録 

ＰＩＤ 

船卸確認登録 

ＰＫＩ／ＰＫＫ 

積荷目録情報訂正 
（積荷目録提出前） 

ＣＭＦ０１ 

積荷目録情報訂正 
（積荷目録提出後） 

ＣＭＦ０２ 

出港前報告情報にもとづき貨物情報
を登録する場合は省略可能とする。 

積荷目録情報登録 
（一括） 

ＭＦＩ 
MFR MFR ＭＦＲ多数件 

積荷目録情報登録 

ＭＦＲ 

積荷目録情報登録 
呼出し 

ＭＦＲ１１ 

出港前報告 
Ｂ／Ｌ関連付け 

ＢＬＬ 
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○主な変更点（船社・船舶代理店・ＣＹ） 
 ①ＭＦＲの省略可能化 
 ②ＭＦＩにおけるＣＹ一括登録機能 
 ③船舶情報の変更に伴う再報告の簡素化 
 ④ＡＴＤ後のＣＭＲ可能化 
 ⑤「関連ハウス事前通知（ＤＮＵ）」の改善 
 ⑥ＣＭＦ０２における運用手続きの簡素化 
 ⑦積荷情報削除時における削除理由の入力 
 ⑨出港前報告不一致Ｂ／Ｌの一覧照会の可能化 
 ⑩マッチング判定結果の通知の改善 
 ⑪積荷情報の一意制約項目（航海番号）追加 
 ⑬出港前報告制度および入港前報告制度に 
  かかる業務における入力項目の変更点 
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１．出港前報告制度にかかる業務フローの簡素化 ～次期ＮＶＯＣＣフロー（案）～ 

出港前報告 

ＡＭＲ 

出港前報告 
（ハウスＢ／Ｌ） 

ＡＨＲ 

出港日時報告 

ＡＴＤ 

積荷目録情報登録 

ＭＦＲ 

積荷目録提出 

ＤＭＦ 

ハウスＢ／Ｌ情報登録 

ＮＶＣ０１ 

出港前報告訂正 
（ハウスＢ／Ｌ） 

ＣＨＲ 

外国 本邦 

（原則）出港２４時間前 出港 （原則）入港２４時間前 入港 船卸 

到着確認登録 

ＰＩＤ 

船卸確認登録 

ＰＫＩ／ＰＫＫ 

ハウスＢ／Ｌ情報 
呼出し 

ＮＶＣ１１ 

ハウスＢ／Ｌ情報登録 

ＮＶＣ０１ 

ハウスＢ／Ｌ情報登録 

ＮＶＣ０１ 

出港前報告 
Ｂ／Ｌ関連付け 

ＢＬＬ 

○主な変更点（ＮＶＯＣＣ） 
 ③船舶情報の変更に伴う再報告の簡素化 
 ④ＡＴＤ後のＣＨＲ可能化 
 ⑦積荷情報削除時における削除理由の入力 
 ⑧ＣＨＲにおけるマスターＢ／Ｌ番号の 
  訂正可能化  
 ⑩マッチング判定結果の通知の改善 
 ⑬出港前報告制度および入港前報告制度に 
  かかる業務における入力項目の変更点 



２．主な変更点 ①ＭＦＲの省略可能化 

積荷目録提出 

ＤＭＦ 

出港日時報告 

ＡＴＤ 

 
出港前報告情報 

ＤＢ 

 
貨物情報 

ＤＢ 

 
①入力された船舶情報（船舶コード、船会社コード、航海番号、船卸港、船卸港枝番）と一致する出港前報告情報を抽出し、当該出港前報告の登録内容にもと

づき貨物情報を作成する。ただし、既にＭＦＲにより１件でも出港前報告の対象となる貨物情報を作成している本船利用船会社である場合は、貨物情報を作
成しない。 

②①の貨物情報の作成は多数件処理で行い、当該処理結果は、一覧形式でＤＭＦ実施者宛てに帳票出力する。 

ＤＭＦの変更点 

出港前報告 

AMR 

出港前報告 

AMR 

出港前報告 

AMR 

出港前報告 

ＡＭＲ 

貨物情報登録状況通知（仮） 
 
Ｂ／Ｌ番号     状況 
============================ 
NACC001  正常     
NACC002  エラー  ＣＹ未設定 
NACC003  エラー  １コンテナあたりのＢ／Ｌ数超過 

ＭＦＲを実施することなく、
ＤＭＦの実施を可能とする。 

【貨物情報が作成されない主な条件】 
 
・通過貨物（船卸港が国外） 
・コンテナオペレーション会社 等、貨物情報に必要

な情報がＡＭＲで登録されていない 
・ＡＭＲで登録されたコンテナ番号に対して、既に

登録されているＢ／Ｌ数が200件を超えている場
合や、既に登録されている船会社と異なる場合 

【留意事項】 
 
貨物情報が登録されなかった場合は、別途、
ＣＭＦ０２により追加登録を行う必要がある。 
 
逆に、本邦に荷揚しないこととなったＢ／Ｌ
や、誤って出港前報告されたＢ／Ｌについて
貨物情報が作成された場合は、ＣＭＦ０２に
より削除する必要がある。 

船舶情報が一致する出港前報告情報を抽出し、当該
出港前報告（ＡＭＲ）の内容にもとづき貨物情報を
作成する。 
ただし、既にＭＦＲにより１件でも出港前報告の対
象となる貨物情報を作成している本船利用船会社で
ある場合は、貨物情報を作成しない。 

【留意事項】 
 
①ＤＭＦの入力値（船舶コード、船会社コード、航海番号、船卸港、船卸港枝番）を検

索キーとして出港前報告情報ＤＢを検索するため、ＡＭＲ等で船舶情報を誤登録して
いるＢ／Ｌについては、ＤＭＦにおいて貨物情報が作成されない。 

 →ＤＭＦ後、ＩＭＩ等を利用した貨物情報に過不足がないかの確認が運用上必須とな
る。また、積地、揚地間で船舶情報の厳密な共有が必要となる。 

②ＡＭＲ後、実際には船積みされなかった積荷等の場合で、ＣＭＲの削除が実施されな
かった場合、当該Ｂ／Ｌの貨物情報をＤＭＦで作成してしまうため、余計に作成され
た貨物情報については、ＣＭＦ０２で削除する必要がある。 

 → ＤＭＦ後、 ＩＭＩ等を利用した貨物情報に過不足がないかの確認が運用上必須と
なる。 

実際にはエラー 
コード等による出力 

を想定 

積荷目録情報登録 

ＭＦＲ 

出港前報告訂正 

ＣＭＲ 

ＭＦＲ上で必須入力である項目がＡＭＲ
にて未登録の場合は、ＤＭＦ前までにＣ
ＭＲにて訂正登録しておく必要がある。 
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２．主な変更点 ②ＭＦＩにおけるＣＹ一括登録機能 

 
海外の出港前報告者は、コンテナオペレーション会社（利用者コード５桁）を把握することが困難であるため、出港前報告時に当該項目の登録ができない。
この場合、本邦利用者によるＭＦＩが実施できない（エラーとなる）。 

背景 

 
ＭＦＩにコンテナオペレーション会社の入力項目を追加し、出港前報告情報にコンテナオペレーション会社の登録がない場合でも当該項目に入力が 
されている場合はエラーとせず、入力値に基づき、貨物情報の登録が行えるように変更することを検討する。 

検討内容 

 
①ＭＦＩの単位でコンテナオペレーション会社が登録できない場合（同一港で複数のＣＹに船卸しする場合）は、あらかじめ個別にＣＭＲによる訂正を行う

必要がある。 
②コンテナオペレーション会社以外に、コンテナにかかる「荷渡形態コード」、「バンニング形態コード」、「コンテナ条約適用識別」が未登録である場合

もＭＦＩではエラーとなるため、あらかじめ個別にＣＭＲによる訂正を行う必要がある。 

留意事項 

項目追加。 
コンテナオペレーション会社を入力する
場合は、船卸港の入力を必須とする。 
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（１）船舶情報訂正業務の新設 

トランシップ等による船舶情報の変更に伴う再報告は、船舶情報以外のすべての項目を再入力する必要があるため、煩雑である。 

背景 

 
（１）船舶情報訂正業務の新設 

本船利用船会社および船積港の単位に船舶情報を一括して訂正できる業務の新設を検討する。また、個別にＢ／Ｌ番号を指定して訂正することも可能
とする（下図）。 
なお、従来どおり、ＡＭＲ等の船舶情報の変更に伴う再報告機能は維持する。 

検討内容 

２．主な変更点 ③船舶情報の変更に伴う再報告の簡素化（１） 

変更前の船舶にかかるＢ／Ｌ＊に対し、変更後の船舶情報で
出港前報告情報の上書きを行う。 
＊Ｂ／Ｌ番号（最大１００欄）が入力された場合は、入力さ

れたＢ／Ｌのみを対象とする。 
 
なお、当該Ｂ／Ｌの出港前報告日時は、本業務のシステム受
理日時で上書きする（再報告扱いとする）。 
 
また、訂正後の船舶情報に対してＡＴＤが行われている場合
は、出港前報告不一致判定（出港前報告期限超過）を行い、
その結果を登録する。 

【留意事項】 
コールサインのみの変更であっても、システムでは、
物理的な船の変更なのか、コードだけの変更なのか
の判断はできないため、一律再報告扱いとし、変更
後の船舶情報に対するＡＴＤも必要とする。 



 
（２）ハウスＢ／Ｌにおける船舶情報の変更に伴う再報告の簡素化 

①ＡＨＲ（ＣＨＲ）の登録時点において、報告する積荷のトランシップ等による船舶情報の変更有無が判断できる場合で、変更後の船舶情報が不明で
ある場合に、船会社が報告するマスターの船舶情報に準ずる旨をあらかじめ登録できるよう、ＡＨＲ（ＣＨＲ）に入力項目の追加を行う。 
なお、例えば、欧州→釜山（トランシップ）→日本のような航路の場合で、欧州出港前に欧州から釜山向けの船舶情報でＡＨＲの報告を行った際、
マスターの船舶情報に準ずる旨を登録した場合は、船会社が釜山の出港前に釜山から日本向けの船舶情報でＡＭＲの報告を行ったとしても、システ
ムによるハウス、マスター間の船舶情報不一致判定を実施しないこととする。 

10 

 
（２）ハウスＢ／Ｌにおける船舶情報の変更に伴う再報告の簡素化 

例）欧州→釜山（トランシップ）→日本 
 
上記のような航路の場合、欧州の出港前に報告をしていたとしても、船会社は釜山において船舶情報の変更に伴う再報告（トランシップ登録）を行う
必要がある。また、ＮＶＯＣＣも、船会社同様、欧州の出港前に報告をしていたとしても、船会社からの連絡を受けて船舶情報の変更に伴う再報告を
行う必要があるが、船会社⇔ＮＶＯＣＣ間の連絡不備等により、 ＮＶＯＣＣによる釜山での再報告が実施できず、結果的に船舶情報不一致、出港日時
報告未済となるケースがある。 
 
当該ケースのように、積荷の内容に変更が無いにも関わらず船舶情報の訂正を行うために再報告という作業が必要であること、更には、報告期限まで
にＮＶＯＣＣでは船舶情報（トランシップ情報、航海番号 等）の正確な把握と報告が運用上困難であるため、改善策の検討を行う。 

背景 

検討内容 

２．主な変更点 ③船舶情報の変更に伴う再報告の簡素化（２） 

トランシップ後の船舶情報が不明
な場合で、船会社が報告するマス
ターの船舶情報に準ずる場合は
｢Ｙ｣を入力。 



 
②ハウスＢ／Ｌの照会（ＩＡＲ）において、マスターＢ／Ｌの出港前報告時に登録された船舶情報の照会が可能となるように出力項目の追加を行う

（下図）。 
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検討内容 

２．主な変更点 ③船舶情報の変更に伴う再報告の簡素化（３） 

出力項目追加。 
ハウスに対する照会の場合で、関連マ
スターが出港前報告済の場合に出力。 



２．主な変更点 ④ＣＭＲ、ＣＨＲにおけるＡＴＤ後の訂正可能化 ～ＡＴＤ後のＣＭＲの可能化～ 

出港前報告 

ＡＭＲ 

出港日時報告 

ＡＴＤ 

積荷目録情報登録 

ＭＦＲ 

積荷目録提出 

ＤＭＦ 

到着確認登録 

ＰＩＤ 

 
ＡＴＤ後、ＤＭＦ前までのＣＭＲを可能とする。なお、ＡＴＤに先行してＤＭＦが実施されている場合は、現行通り、ＡＴＤ前までＣＭＲを可能とする。 
ただし、税関による事前通知に従いＣＭＲを行う場合は、ＡＴＤおよびＤＭＦが実施されている場合でも訂正を可能とする（※現行通り）。 
なお、税関による事前通知に従いＣＭＲを行う場合を除き、入港前報告後（ＤＭＦ後）は、貨物情報に対する訂正（ＣＭＦ０２）のみで差し支えない（※現
行通り）。 

ＣＭＲの変更点 

出港前報告訂正 

ＣＭＲ 

積
地 

揚
地 積荷目録情報訂正 

（積荷目録提出前） 

ＣＭＦ０１ 

積荷目録情報訂正 
（積荷目録提出後） 

ＣＭＦ０２ 

出港前報告 
情報 
ＤＢ 

貨物情報 
ＤＢ 
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ＡＴＤ後のＣＭＲ
を可能とする。 

税関による事前通知に従い訂正を行う場
合を除き、貨物情報の作成後は、貨物情
報に対する訂正のみで差し支えない。 
なお、ＣＭＲにより訂正を行う場合は、
必要に応じて貨物情報に対する訂正もあ
わせて行う。 

船卸確認登録 

ＰＫＩ／ＰＫＫ 



２．主な変更点 ④ＣＭＲ、ＣＨＲにおけるＡＴＤ後の訂正可能化 ～ＡＴＤ後のＣＨＲの可能化～ 
 

 
ＡＴＤ後、ＤＭＦ前までのＣＨＲを可能とする。なお、ＡＴＤに先行してＤＭＦが実施されている場合は、現行通り、ＡＴＤ前までＣＨＲを可能とする。 
ただし、税関による事前通知に従いＣＨＲを行う場合は、ＡＴＤおよびＤＭＦが実施されている場合でも訂正を可能とする（※現行通り）。 
なお、税関による事前通知に従いＣＨＲを行う場合を除き、ＮＶＣ０１による貨物情報の作成後は、貨物情報に対する訂正（ＮＶＣ０１）のみで差し支えな
い（※現行通り）。 

ＣＨＲの変更点 

積
地 

揚
地 

出港前報告 
情報 
ＤＢ 

貨物情報 
ＤＢ 
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出港前報告 
（ハウスＢ／Ｌ） 

ＡＨＲ 

ハウスＢ／Ｌ 
情報登録 

ＮＶＣ０１ 

ハウスＢ／Ｌ 
情報登録 

ＮＶＣ０１ 

出港前報告 

ＡＭＲ 

積荷目録 
提出 

ＤＭＦ 

積荷目録 
情報登録 
ＭＦＲ 

出港日時 
報告 

ＡＴＤ 

船卸確認登録 

ＰＫＩ／ＰＫＫ 

出港前報告訂正 
（ハウスＢ／Ｌ） 

ＣＨＲ 

税関による事前通知に従い訂正を行う場
合を除き、貨物情報の作成後は、貨物情
報に対する訂正のみで差し支えない。 
なお、ＣＨＲにより訂正を行う場合は、
必要に応じて貨物情報に対する訂正もあ
わせて行う。 ＡＴＤ後のＣＨＲ

を可能とする。 
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２．主な変更点 ⑤船会社に対する「関連ハウス事前通知（ＤＮＵ）」の改善 

 
船会社にマスターＢ／Ｌ単位で出力する「関連ハウス事前通知（ＤＮＵ）」について、該当するハウスＢ／Ｌ番号や個々の事前通知コードが記載されていな
いため、どのような対応をすればよいか分からない。 
 
＜ （参考）「関連ハウス事前通知（ＤＮＵ）」の出力条件＞ 
・関連するハウスＢ／Ｌの事前通知が解除されないまま、ＤＭＦが行われた場合、ＤＭＦ実施者、および、ＡＭＲ実施者に出力する。 
・ＡＭＲに先行してＡＨＲが行われている場合で、当該ハウスＢ／Ｌの事前通知が解除されないまま、ＡＭＲが行われた場合、ＡＭＲ実施者に出力する。 

背景 

 
「関連ハウス事前通知（ＤＮＵ）」について、該当するハウスＢ／Ｌ番号、事前通知コード、件名を記載した通知に変更する。 
 
 

検討内容 

 
Advance Notice of Risk Assessment Result 

 
FOR THE RELEVANT HOUSE B/L HAS BEEN GIVEN 

 
Master B/L Number   MMMM0000 

 

ハウスB/L毎の通知内容 

ハウスB/L毎の通知内容 

ハウスB/L毎の通知内容 

新規帳票レイアウトでマスターＢ／Ｌ単位にリスト出力する 
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２．主な変更点 ⑤船会社に対する「関連ハウス事前通知（ＤＮＵ）」の改善  

 
 
 
 

検討内容 

先頭ページの上部にマス
ターＢ／Ｌ番号、船舶情
報等を出力する。 

先頭ページの下部に税関
連絡先を出力する。 

【解除の場合】 
・コードの右に「＊ＣＡＮＣＥＬＬＡＴＩＯＮ＊」

を出力する。 
・以降のリスト出力時はＢ／Ｌ番号自体出力しない。 

【留意事項】 
通知（指示）内容は出力しないため、
通知内容の詳細を確認する場合は、
ＩＡＲを利用する。 

【削除の場合】 
・コードの右に「＊ＤＥＬＥＴＩＯＮ＊」を出力す

る。 
・以降のリスト出力時はＢ／Ｌ番号自体出力しない。 

本イメージはサンプルであり、 
「＊ＣＡＮＣＥＬＬＡＴＩＯＮ＊」 
「＊ＤＥＬＥＴＩＯＮ＊」 
は２つ以上同時に出力することはない。
（詳細は、次々頁参照）。 



出港前報告 
（ハウスＢ／Ｌ） 

ＡＨＲ 

出港前報告 
（ハウスＢ／Ｌ） 

ＡＨＲ 

出港前報告 
事前通知 

ＣＤＮ０１ 

出港前報告 
（ハウスＢ／Ｌ） 

ＡＨＲ 
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２．主な変更点 ⑤船会社に対する「関連ハウス事前通知（ＤＮＵ）」の改善  

 
業務フローと照らし合わせた出力イメージ。 
 

検討内容 

出港前報告 

ＡＭＲ 

出港前報告 
（ハウスＢ／Ｌ） 

ＡＨＲ 

出港前報告 
事前通知 

ＣＤＮ０１ 

出港前報告 
（ハウスＢ／Ｌ） 

ＡＨＲ 

出港前報告 

ＡＭＲ 

出港前報告 
事前通知 

ＣＤＮ０１ 

 
Advance Notice of Risk Assessment Result 

FOR THE RELEVANT HOUSE B/L HAS BEEN GIVEN 
 

Master B/L Number   MMMM0000 
 
House B/L Number   HHHH0001 
Notification Code      HLD 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
House B/L Number HHHH0002 
Notification Code      HLD 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
Advance Notice of Risk Assessment Result 

FOR THE RELEVANT HOUSE B/L HAS BEEN GIVEN 
 

Master B/L Number   MMMM0000 
 
House B/L Number HHHH0001 
Notification Code      HLD 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

出港前報告 
事前通知 

ＣＤＮ０１ 

 
Advance Notice of Risk Assessment Result 

FOR THE RELEVANT HOUSE B/L HAS BEEN GIVEN 
 

Master B/L Number   MMMM0000 
 
House B/L Number HHHH0001 
Notification Code      HLD 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
House B/L Number HHHH0002 
Notification Code      HLD 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

出港前報告 
事前通知 

ＣＤＮ０１ 

 
Advance Notice of Risk Assessment Result 

FOR THE RELEVANT HOUSE B/L HAS BEEN GIVEN 
 

Master B/L Number   MMMM0000 
 
House B/L Number HHHH0001 
Notification Code      HLD 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
House B/L Number HHHH0002 
Notification Code      HLD 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
House B/L Number HHHH0003 
Notification Code      HLD 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

（Ａ） 

（Ｂ） 出港前報告 
事前通知 

ＣＤＮ０１（解除） 

 
Advance Notice of Risk Assessment Result 

FOR THE RELEVANT HOUSE B/L HAS BEEN GIVEN 
 

Master B/L Number   MMMM0000 
 
House B/L Number HHHH0001 
Notification Code      HLD 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
House B/L Number HHHH0002 
Notification Code      HLD  Cancellation 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

積荷目録提出 

DMF 

 
Advance Notice of Risk Assessment Result 

FOR THE RELEVANT HOUSE B/L HAS BEEN GIVEN 
 

Master B/L Number   MMMM0000 
 
House B/L Number HHHH0001 
Notification Code      HLD 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
House B/L Number HHHH0002 
Notification Code      HLD 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
House B/L Number HHHH0003 
Notification Code      HLD 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

積荷目録情報登録 

ＭＦＲ 

 
Cancellation of Risk Assessment  Notice（HLD） 
 
B/L Number              HHHH0002 
Master B/L Number   MMMM0000 
Notification Code       HLD 
Subject XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
            XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
            XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
・・・ 
Details of Notifications (Directions) 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

解除の場合は、現行帳票レイア
ウトのハウスＢ／Ｌ単位の解除
通知をあわせて出力する。 



出港前報告 
事前通知 

ＣＤＮ０１ 

出港前報告 
（ハウスＢ／Ｌ） 

ＡＨＲ 

出港前報告 
事前通知 

ＣＤＮ０１ 

出港前報告 
（ハウスＢ／Ｌ） 

ＡＨＲ 
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２．主な変更点 ⑤船会社に対する「関連ハウス事前通知（ＤＮＵ）」の改善  
 

 
業務フローと照らし合わせた出力イメージ。 
 

検討内容 

出港前報告 

ＡＭＲ 

出港前報告 
（ハウスＢ／Ｌ） 

ＡＨＲ 

出港前報告 
事前通知 

ＣＤＮ０１ 

 
Advance Notice of Risk Assessment Result 

FOR THE RELEVANT HOUSE B/L HAS BEEN GIVEN 
 

Master B/L Number   MMMM0000 
 
House B/L Number HHHH0001 
Notification Code      HLD 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
House B/L Number HHHH0002 
Notification Code      HLD 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
House B/L Number HHHH0003 
Notification Code      HLD 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

（Ｃ） 

 
Advance Notice of Risk Assessment Result 

FOR THE RELEVANT HOUSE B/L HAS BEEN GIVEN 
 

Master B/L Number   MMMM0000 
 
House B/L Number HHHH0001 
Notification Code      HLD 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
House B/L Number HHHH0002 
Notification Code      HLD 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
House B/L Number HHHH0003 
Notification Code      HLD Deletion 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 
関連ハウスにかかる事前通知とそれ以外の事前通知で出力情報が異なるため、現行において事前通知情報を自社システム等に取り込んでいる利用者、ＳＰが
ある場合は、影響を確認していただく必要がある。 

留意事項 

出港前報告訂正 
（ハウスＢ／Ｌ） 
ＣＨＲ（削除） 

出港前報告訂正 
（ハウスＢ／Ｌ） 
ＣＨＲ（訂正） 

 
Advance Notice of Risk Assessment Result 

FOR THE RELEVANT HOUSE B/L HAS BEEN GIVEN 
 

Master B/L Number   MMMM0000 
 
House B/L Number HHHH0001 
Notification Code      HLD 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
House B/L Number HHHH0002 
Notification Code      HLD Ｄeletion 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

「ＨＨＨＨ０００２」のマ
スターＢ／Ｌ番号を訂正 

（Ｄ） 

前段で削除、または、解除されたハウス
は、次回以降出力しない 
（上図、ＨＨＨＨ０００３） 

訂正前マスターのリ
ストには削除として
出力 

出港前報告 
事前通知 

ＣＤＮ０１（解除） 

出港前報告 

ＡＭＲ 

出港前報告 
（ハウスＢ／Ｌ） 

ＡＨＲ 

出港前報告 
事前通知 

ＣＤＮ０１ 

マスター報告時、事前通知中
のハウスが１件もない場合は
何も出力しない 

出港前報告訂正 
（ハウスＢ／Ｌ） 
ＣＨＲ（訂正） 

「ＨＨＨＨ０００３」
を削除 
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２．主な変更点 ⑥ＣＭＦ０２における運用手続きの簡素化 

 
ＣＭＦ０２は、あらかじめ積荷目録を提出した税関（監視担当部門）の窓口に訂正等理由を申し出た上で行う必要があり、手続きが煩雑である。 

背景 

 
（１）下記のとおり訂正等の理由を付すことで、税関への訂正等理由の申出をＮＡＣＣＳで行うことを可能とする。 
 

入力項目に「訂正等理由コード」、「訂正等理由（２１０桁）」欄を新設する。 
 

・「 １：訂正（数量の変更）」 
・「 ２：訂正・追加（運送契約等の変更）」 
・「 ３：訂正・追加（荷繰り等の変更）」 
・「 ４：訂正・追加（Ｂ／Ｌ番号の変更）」 
・「 ５：訂正・追加（報告内容の誤り）」 
・「 ６：訂正・追加（その他）」←“その他” の場合は、「訂正等理由」欄への理由（英字）の入力を必須とする。 

 
（２）（１）で付される訂正等理由に加え、訂正の場合には、訂正箇所、訂正前後の内容を記した新規帳票を税関（監視担当部門）宛に通知する。 

検討内容 
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２．主な変更点 ⑦積荷情報削除時における削除理由の入力 

 
ＣＭＲ、ＣＨＲ、ＣＭＦ０１において積荷情報が削除される場合、削除理由が不明であるため、税関審査に支障がある。 
また、ＣＭＦ０２で積荷情報を削除する場合には、あらかじめ積荷目録を提出した税関（監視担当部門）の窓口に削除理由を申し出た上で行う必要があり、
手続きが煩雑である。 
 

背景 

 
入力項目に「削除理由コード」、「削除理由（２１０桁）」欄を新設する。 
 
・「 １： 削除（積載取止）」 
・「 ２： 削除（荷揚取止）」←ＣＭＦ０１、ＣＭＦ０２の場合のみ 
・「 ３： 削除（Ｂ／Ｌ番号変更）」 
・「 ４： 削除（誤登録）」  
・「 ５： 削除（その他）」 ←“その他” の場合は、「削除理由」欄への理由（英字）の入力を必須とする。 

検討内容 
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２．主な変更点 ⑧ＣＨＲにおけるマスターＢ／Ｌ番号の訂正可能化 

 
現行のＣＨＲではマスターＢ／Ｌ番号の訂正ができないため、登録した情報を削除したのち、再度、ＡＨＲまたはＣＨＲにて登録を行う必要がある。 

背景 

 
ＣＨＲにおいて、登録した情報を削除することなくマスターＢ／Ｌ番号の訂正を可能とする。 

検討内容 
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２．主な変更点 ⑨出港前報告不一致Ｂ／Ｌの一覧照会の可能化 

 
入港前報告（ＤＭＦ）までに出港前報告未済による不一致を解消する必要があるが、ＡＭＲ（ＣＭＲ）で登録したＢ／Ｌと、ＭＦＲで登録したＢ／Ｌの件数
の差分を把握できる機能がない。 
（参考）ＩＭＩの実施可能者：船会社、船舶代理店、ＣＹ 

背景 

 
①ＩＭＩに新規の照会種別「Ｓ：Ｂ／Ｌ番号一覧（出港前報告不一致）照会」を追加する 。 
②既存照会種別｢Ｂ：Ｂ／Ｌ番号一覧照会｣の照会項目に出港前報告不一致（出港前報告未済、出港日時報告未済）のステータスを項目追加し、Ｂ／Ｌ番号の

繰り返し部分をグリッド表示とする。 
 

検討内容 

照会 
区分 

照会名称 概要 

Ａ 概要照会 積荷目録の船会社単位の提出状況及び船卸状況、Ｂ／Ｌ件数及びコンテナ本数等を照会する。また、ＣＹ
単位の船卸状況、Ｂ／Ｌ件数及びコンテナ本数等も照会する。 

Ｂ Ｂ／Ｌ番号一覧照会 当該本船に係るＢ／Ｌ番号の一覧を照会する。 

Ｃ コンテナ番号一覧照会 当該本船に係るコンテナ番号の一覧を照会出力する。 

Ｄ 積荷目録情報照会 本船に係る積荷目録情報を継続照会にて全情報を出力する。 

Ｅ 未船卸コンテナ一覧照会 船卸しされていないコンテナ番号の一覧を照会する。 

Ｆ Ｂ／Ｌ照会 指定されたＢ／Ｌ番号に対する積荷目録情報を照会する。 

Ｇ Ｂ／Ｌ主要項目一覧照会 当該本船に係るＢ／Ｌ番号に対する積荷目録情報の主要項目を照会する。 

Ｈ コンテナ主要項目一覧照会 当該本船に係るコンテナ番号に対する積荷目録情報の主要項目を照会する。 

Ｋ Ｂ／Ｌ番号一覧（仮陸揚）照会 当該本船に係る仮陸揚であるＢ／Ｌ番号の一覧を照会する。 

Ｔ Ｂ／Ｌ番号一覧（包括保税運送）
照会 

当該本船に係る包括保税運送承認番号登録済のＢ／Ｌ番号の一覧を照会する。 

Ｒ Ｂ／Ｌ番号一覧（事前通知）照会 当該本船に係るリスク分析結果の事前通知が登録されているＢ／Ｌ番号の一覧を照会する。 

Ｓ Ｂ／Ｌ番号一覧（出港前報告不一
致）照会 

当該本船に係る出港前報告不一致（出港前報告未済、出港日時報告未済）が登録されているＢ／Ｌ番号の
一覧を照会する。 

照会項目に不一致ステータス
を追加し、グリッド化する。 

新規種別の追加 
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①新規照会種別「Ｓ：Ｂ／Ｌ番号一覧（出港前報告不一致）照会」の照会画面イメージ 

検討内容 

２．主な変更点 ⑨出港前報告不一致Ｂ／Ｌの一覧照会の可能化 

出港前報告未済、出港日時報告未済
が設定されているＢ／Ｌのみを一覧
で照会可能。 
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２．主な変更点 ⑨出港前報告不一致Ｂ／Ｌの一覧照会の可能化 

 
ＩＭＩの抽出対象は貨物情報であるため、ＡＭＲ済ＭＦＲ未済のＢ／Ｌ番号は出力しない。 

留意事項 

 
②既存照会種別｢Ｂ：Ｂ／Ｌ番号一覧照会｣の変更イメージ 

検討内容 

欄部情報をグリッド表示に変更。 
→エクセル等への表貼り付けが

可能。 

不一致ステータスの
項目を追加。 

ＩＭＩは1画面に最大５０Ｂ／Ｌ
出力する。５０Ｂ／Ｌを超過す
る場合は継続照会となる。 
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２．主な変更点 ⑩マッチング判定結果の通知の改善 

 
マスターＢ／ＬとハウスＢ／Ｌのマッチング判定結果の通知について、以下の懸案がある。 
 
＜船会社への通知＞ 
マスターＢ／Ｌの報告後にハウスＢ／Ｌ報告完了の旨を登録した場合は、「ハウスＢ／Ｌ報告完了通知情報（ＳＡＳ１３５）」をマスターの報告者に出力す
るが、マスターＢ／Ｌの報告に先行してハウスＢ／Ｌ報告完了の旨を登録した場合は、「ハウスＢ／Ｌ報告完了通知情報（ＳＡＳ１３５）」の出力契機がな
い。 
 
＜ＮＶＯＣＣへの通知＞ 
マスターＢ／Ｌの報告後にハウスＢ／Ｌの報告がされた場合は、ＡＨＲまたはＣＨＲの処理結果通知においてマスターＢ／Ｌの報告有無を判断できるが、マ
スターＢ／Ｌの報告に先行してハウスＢ／Ｌの報告がされた場合は、マスターＢ／Ｌの報告有無に関して通知を受ける契機がない。 

背景 

 
マスターＢ／ＬとハウスＢ／Ｌのマッチング判定結果の通知について、以下の改善を行う。 
 
＜船会社への通知＞ 
マスターＢ／Ｌの報告に先行してハウスＢ／Ｌ報告完了の旨が登録された場合は、その後のマスターＢ／Ｌの報告（ＡＭＲまたはＣＭＲ（追加））において 
「ハウスＢ／Ｌ報告完了通知情報（ＳＡＳ１３５）」をマスターＢ／Ｌの報告者へ出力する。 
 
＜ＮＶＯＣＣへの通知＞ 
①ハウスＢ／Ｌ報告完了の旨が登録（ＡＨＲまたはＣＨＲ）された場合、新規帳票「マスターＢ／Ｌ報告状況通知情報（ＳＡＳＸＸＸ）※」を関連するハウ

スＢ／Ｌの各報告者へマスターＢ／Ｌ番号単位に出力する。 
②ハウスＢ／Ｌ報告完了以後にハウスＢ／Ｌが追加、訂正、削除（ＣＨＲ）された場合、新規帳票「マスターＢ／Ｌ報告状況通知情報（ＳＡＳＸＸＸ）※」

をＣＨＲの入力者へマスターＢ／Ｌ番号単位に出力する。 
③マスターＢ／Ｌの報告に先行してハウスＢ／Ｌ報告完了の旨が登録された場合、その後のマスターＢ／Ｌの報告（ＡＭＲまたはＣＭＲ（追加））において、

新規帳票「マスターＢ／Ｌ報告状況通知情報（ＳＡＳＸＸＸ）※」を関連するハウスＢ／Ｌの各報告者へマスターＢ／Ｌ番号単位に出力する。 
④ハウスＢ／Ｌ報告完了の旨が登録されたマスターＢ／Ｌが削除（ＣＭＲ（削除））された場合、新規帳票「マスターＢ／Ｌ報告状況通知情報（ＳＡＳＸＸ

Ｘ）※ 」を関連するハウスの各報告者へマスターＢ／Ｌ番号単位に出力する。 
 
※帳票イメージは次スライド参照。 

検討内容 

 
ＮＶＯＣＣへの通知について、マスターＢ／Ｌ番号を誤入力した場合は、「マスターＢ／Ｌ報告状況通知情報（ＳＡＳＸＸＸ）」が受信できないことをもっ
てマスターＢ／Ｌ番号の誤入力を判断するという運用を想定する。 

留意事項 
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２．主な変更点 ⑩マッチング判定結果の通知の改善 

検討内容つづき 

ＣＭＲ（削除）の場合は、削除日時を出力する。 

ハウスの報告者が複数存在する場合は、各報
告者へマスターＢ／Ｌ単位に出力する。 

ハウスの報告者が複数存在する場合は、 出力
先の利用者が報告したハウスＢ／Ｌ番号のみを
出力する。 
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２．主な変更点 ⑪積荷情報の一意制約項目（航海番号）追加 

 
ＭＦＲ等で登録する積荷情報は｢船舶コード＋船会社コード＋船卸港コード＋船卸港枝番｣のみで一意制約を設定している。そのため、近海航路の定期船にお
いては、前航海の積荷情報と重複しないよう、船卸港枝番「１～９」を入力する仕様であるが、船卸港枝番の管理、関係者との共有は困難であり、実務にお
いて支障が出ている。 

背景 

 
積荷情報の一意制約項目に航海番号を追加することで、船卸港枝番の入力を不要＊とする。また、あわせて下記の仕様変更を行う。 
（＊）同一航海番号で複数回同一港に寄港する場合には、積荷情報が重複しないよう、従来通り、船卸港枝番を入力する必要がある。 
 
①ＭＦＲ、ＣＭＦ０１、ＣＭＦ０２、ＣＭＦ０３の航海番号を必須入力化する。 
②ＣＭＦ１１、ＣＭＦ１２、ＣＭＦ１３の入力項目に航海番号（必須入力）を追加する。 
③ＭＦＡの入力項目に航海番号（必須入力）を追加する。 
④ＤＭＦの入力項目に航海番号（必須入力）を追加する。 
⑤ＰＫＩの入力項目に航海番号（必須入力）を追加する（右図参照） 。 
⑥ＰＩＤの入力項目に航海番号（必須入力）を追加する。 
⑦ＤＣＬ０１の入力項目に航海番号（必須入力）を追加する。 
⑧ＩＭＩの入力項目に航海番号（任意入力）を追加する。 

検討内容 

 
上述の⑧ＩＭＩについて、航海番号を指定しない場合は、条件に合致した全ての航海情報が照会対象となるため、対象を絞る場合は、航海番号まで指定する
必要がある。ただし、航海番号まで指定した場合で、船会社別に航海番号が異なる場合は、結果的に船会社別の照会となる。 

留意事項 

ＩＭＩの照会種別「Ａ：概要照会」は、共同運航の場合に、船会
社別のＢ／Ｌ件数等を出力している。 
共同運航可能な船会社は２０社であるため、現行は２０欄の出力
となっているが、本提案の結果として、航海番号を指定しない場
合は、複数の航海情報を出力するケースが発生する。 
そのため、当該照会種別の画面は、２０欄→６０欄程度（２０船
会社×最新の３航海情報）に増加することを検討する。 
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項番 セパレート等発生
時の対応パターン 

現行 次期 

実施する業務 問題点 実施する業務 改善内容 

１ 出港前報告で追加
報告が行われる
ケース 

セパレート等後のＢ／Ｌ番
号について出港前報告の追
加報告（ＡＭＲ、ＣＭＲ、
ＡＨＲ、ＣＨＲ）を行う。 

セパレート等前のＢ／Ｌに
対する出港前報告が期限内
に行われている場合でも、
セパレート等後のＢ／Ｌに
対する出港前報告が期限超
過の場合は、出港前報告期
限超過による不一致となっ
てしまう。 

セパレート等前後のＢ／Ｌ
番号の関連性をＢＬＬ（新
設業務）にて予め登録した
うえで、 
 
セパレート等後のＢ／Ｌに
ついて出港前報告の追加報
告（ＡＭＲ、ＣＭＲ、ＡＨ
Ｒ、ＣＨＲ）を行う。 

予めセパレート等前後のＢ
／Ｌ番号の関連性が登録さ
れている場合には、出港前
報告期限超過による不一致
としない。 
※ただし、セパレート等前
のＢ／Ｌが出港前報告期限
超過である場合は、その旨
を引き継ぐ。 
 

２ 入港前報告で追加
報告が行われる
ケース 

セパレート等後のＢ／Ｌ番
号について入港前報告（Ｍ
ＦＲ、ＣＭＦ０２）を行う。 

セパレート等前のＢ／Ｌに
対して出港前報告が適切に
行われている場合でも、セ
パレート等後のＢ／Ｌ番号
に対する出港前報告情報が
登録されていないため、出
港前報告未済による不一致
となってしまう。 
 
また、結果的に税関による
ＳＰＤ通知を受けるケース
がある。 

セパレート等前後のＢ／Ｌ
番号の関連性をＢＬＬ（新
設業務）にて予め登録した
うえで、 
 
セパレート等後のＢ／Ｌ番
号について入港前報告（Ｍ
ＦＲ、ＣＭＦ０１、ＣＭＦ
０２）を行う。 

予めセパレート等前後のＢ
／Ｌ番号の関連性が登録さ
れている場合には、出港前
報告未済による不一致とし
ない。 

２．主な変更点 ⑫Ｂ／Ｌセパレート等発生時における機能改善 

～Ｂ／Ｌセパレート等発生時の現行における問題点と次期における改善内容～ 
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＜変更種別＞ 
１．セパレート 
２．コンバイン 
３．スイッチ 

＜変更理由＞ 
１．運送契約等の変更 
２．荷繰り等の変更 
３．報告内容の誤り 
４．その他 

セパレート等前の出港前報告
済Ｂ／Ｌ番号を入力 

セパレート等後のＢ／Ｌ番号
を入力 

ＮＡＣＣ１００Ａ 

ＮＡＣＣ１００ 
ＮＡＣＣ１００Ｂ 

ＮＡＣＣ１００Ｃ 

～セパレートによるＢ／Ｌ番号変更時の入力イメージ～ 

２．主な変更点 ⑫Ｂ／Ｌセパレート等発生時における機能改善 

対象Ｂ／Ｌ 入力者 登録可能条件 

オーシャン、
マスター 

船会社 セパレート等前後のＢ／Ｌに登録されている船会社と同一。 

船舶代理店 セパレート等前後のＢ／Ｌに登録されている船卸港において
本船利用船会社との受委託関係がシステムに登録されている。 

ハウス ＮＶＯＣＣ セパレート等前後のＢ／Ｌの報告者と同一、または、登録さ
れた通知先と同一。 

ＢＬＬの実施可能利用者 
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２．主な変更点 ⑬出港前報告制度および入港前報告制度にかかる業務における入力項目の変更点 

項目 変更内容 対象業務 変更理由 

航海番号 任意入力から必須入力へ変更する。 ＭＦＲ、ＣＭＦ０１、 
ＣＭＦ０２ 

航海番号を積荷目録情報の一意制約項目とすることで、
実務上の管理が煩雑である船卸港枝番の入力機会を削
減するため。 

入力項目（必須入力）を追加する。 ＤＭＦ 上に同じ。 

Ｂ／Ｌ番号 
ハウスＢ／Ｌ番号 
マスターＢ／Ｌ番号 

３５桁（フル桁）の入力を可能とする。 ＡＭＲ、ＣＭＲ、 
ＡＨＲ、ＣＨＲ、 
ＭＦＲ、ＣＭＦ０２ 

６次ＮＡＣＣＳ要件（Ｂ／Ｌ番号の３５桁入力可能
化）。 

仕出港コード 国内港の入力を可能とする。 ＡＭＲ、ＣＭＲ、 
ＡＨＲ、ＣＨＲ 

本邦からの出戻り貨物に対応するため。 

荷送人コード 
荷受人コード 
着荷通知先コード 

桁数を変更する。 ＡＭＲ、ＣＭＲ、 
ＡＨＲ、ＣＨＲ、 
ＭＦＲ、ＣＭＦ０１、 
ＣＭＦ０２、ＮＶＣ０１ 

６次ＮＡＣＣＳ要件（法人番号の入力可能化）。 

荷送人名 
荷受人名 
着荷通知先名 

①桁数を１７５桁から７０桁に変更する。 
②住所をまとめて入力できる仕様を廃止す

る。 

ＭＦＲ、ＣＭＦ０１、 
ＣＭＦ０２、ＮＶＣ０１ 

出港前報告業務の入力仕様にあわせるため。 

荷送人住所（連続入力） 
荷受人住所（連続入力） 
着荷通知先住所（連続入力） 

①桁数を１０５桁から１７５桁に変更する。 
②電話番号をまとめて入力できる仕様を廃

止する。 

ＡＭＲ、ＣＭＲ、 
ＡＨＲ、ＣＨＲ 

①住所１／４～４／４の合計桁数にあわせるため。 
②官要件のため。 

桁数を１０５桁から１７５桁に変更する。 ＭＦＲ、ＣＭＦ０１、 
ＣＭＦ０２、ＮＶＣ０１ 

住所１／４～４／４の合計桁数にあわせるため。 

荷送人電話番号 
荷受人電話番号 
着荷通知先電話番号 

任意入力から必須入力へ変更する。 ＡＭＲ、ＣＭＲ、 
ＡＨＲ、ＣＨＲ 

官要件のため。 

危険貨物等コード 項目名を「特殊貨物コード」に変更する。 ＡＭＲ、ＣＭＲ、 
ＡＨＲ、ＣＨＲ、 
ＭＦＲ、ＣＭＦ０１、 
ＣＭＦ０２、ＮＶＣ０１ 

入力契機が危険貨物の場合に限らないため。 
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２．主な変更点 ⑬出港前報告制度および入港前報告制度にかかる業務における入力項目の変更点 

項目 変更内容 対象業務 変更理由 

品名 桁数を７０桁から３５０桁に変更する。 ＭＦＲ、ＣＭＦ０１、 
ＣＭＦ０２、ＮＶＣ０１ 

出港前報告業務の入力仕様にあわせるため。 

代表品目番号 桁数を４桁から６桁に変更する。なお、先
頭４桁のみの入力も可能とする。 

ＭＦＲ、ＣＭＦ０１、 
ＣＭＦ０２、ＮＶＣ０１ 

出港前報告業務の入力仕様にあわせるため。 

ＩＭＤＧクラス 
ＵＮ Ｎｏ． 

入力欄を繰返し５欄に変更する。 ＡＭＲ、ＣＭＲ、 
ＡＨＲ、ＣＨＲ 

複数入力が必要なケースがあるため。 

コンテナ番号 等 入力欄を１００欄から２００欄に変更する。 ＡＭＲ、ＣＭＲ、 
ＡＨＲ、ＣＨＲ、 
ＭＦＲ、ＣＭＦ０１、 
ＣＭＦ０２ 

６次ＮＡＣＣＳ要件（１Ｂ／Ｌあたりのコンテナ本数
拡大）。 

船舶情報変更予定有識別 入力項目を追加する。 
 
Ｙ：トランシップ等による船舶情報の変更

予定があり、変更後の船舶情報が不明
な場合で、船会社、船舶代理店が報告
するマスターの船舶情報に準ずる場合 

ＡＨＲ、ＣＨＲ 船舶情報の変更に伴う再報告簡素化のため。 

削除理由コード（数字１桁） 
削除理由（英字２１０桁） 

入力項目を追加する。 ＣＭＲ、ＣＨＲ、 
ＣＭＦ０１、ＣＭＦ０２ 

官要件のため。 

訂正理由コード（数字１桁） 
訂正理由（英字２１０桁） 

入力項目を追加する。 ＣＭＦ０２ ＣＭＦ０２における運用手続きの簡素化のため。 

コンテナオペレーション会社
コード 

入力項目を追加する。 ＭＦＩ コンテナオペレーション会社が登録されないケースに
おいてエラーとなることを回避するため。 
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項
番 業務 検討事項及び意見等 ＳＷ検討結果 検討 

要否 

1 ＩＭＩ 
照会種別「Ｒ」（Ｂ／Ｌ番号一覧（事前通知）照会）はＤＭＦ後でなけ
れば照会できない。 
ＭＦＲ後に照会できるようにしてほしい。 

貨物情報への事前通知の設定は、積荷目録提出時（＝積荷情
報の確定時）としていることから、対応しないこととする。
なお、ＩＭＬを利用することでＤＭＦ前に事前通知の設定有
無は照会可能となっている。 

× 

2 ＩＭＬ 

Ｂ／Ｌ件数が表示されないため件数を確認するのに時間がかかる。この
ためＡＭＲの報告漏れが発生した。 
ＩＭＩのようにＢ／Ｌ件数が一目でわかるようにしてほしい。 
(追記：ＡＭＲ業務で登録されたマスター・オーシャンＢ／Ｌのみ出力さ
せて欲しい) 

Ｂ／Ｌ件数を出力する方向で検討する。 

○ 

3 ＡＨＲ 
ハウスＢ／Ｌを報告してもマスターＢ／Ｌとのマッチング不明なため、
報告期限を過ぎてからマスターＢ／Ｌ番号等の入力誤りに気づくため報
告遅延になってしまう。 
マスターＢ／Ｌとのマッチングが分かるようにしてほしい。 

新規出力帳票を追加し、ハウスＢ／Ｌ報告完了「Ｅ」を条件
にマスターの報告状況を関連するハウスの報告者に通知する
こととする。 ○ 

4 ＡＨＲ 
ＡＨＲの「Ｅ」入力による「ハウスＢ／Ｌ完了通知」は、船会社のＡＭ
Ｒ後でなければ通知されない。 
ＡＨＲの「Ｅ」入力がＡＭＲ前であってもＡＭＲ実施者に完了通知が出
力できるようにしてほしい。 

ＡＨＲの「Ｅ」入力がＡＭＲ前であってもＡＭＲ実施者に完
了通知を出力することとする。 ○ 

5 不一致判定
処理 

船舶情報の不一致が多い。特に航海番号はＮＶＯＣＣが正確に入力する
のは非常に難しい。 
航海番号の不一致処理は行わないでほしい。 

航海番号は不一致処理のキー項目となっていることから、対
応しないこととする。 
 × 

6 ＡＨＲ 
船積港枝番の入力誤りが多い。  
２回目の入港の枝番が「１」であるため間違いやすい。 
１回目の港は「０」か「ブランク」、２回目は「２」以降入港回数と枝
番の数値を合わせてほしい。 

すでに船積港枝番の入力方法が定着していることから、対応
はしないこととする。 × 

7 
ＩＡＲ 
ＩＭＬ 
ＩＲＩ 

マスターＢ／Ｌとのマッチング確認のための照会依頼が多い。 
ＳＰが照会業務をできるようにしてほしい。 

26年６月から「ＩＭＬ」及び「ＩＲＩ」業務をＳＰでも実
施可能としている。 × 

8 ＩＭＬ 

ＩＭＬの船舶情報不一致の表示を該当のハウスＢ／Ｌにも出力して欲し
い（マスターＢ／Ｌにしか表示されず、どのハウスＢ／Ｌと異なってい
るのかは、ＩＡＲで確認する必要があり、ハウスＢ／Ｌが複数ある場合、
大変手間が掛っているため） 

次期において、訂正等の機能改善を行うことにより、船舶情
報不一致の減少が考えられることから、対応は行わないこと
とする。 × 

３．プログラム変更要望一覧（１） 
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項
番 業務 検討事項及び意見等 ＳＷ検討結果 検討 

要否 

9 ＩＡＲ 
ハウスＢ／Ｌで誤った船会社コードを入力していても、船会社や船舶代
理店がハウスＢ／Ｌを照会する際に、ハウスＢ／Ｌに紐付くマスターＢ
／Ｌの船会社コードでチェックを行って欲しい。 

現行のＡＭＲにおいてもマスターＢ／Ｌの先頭４桁と船会社
コードの同一性をチェックをしていないことから、対応しな
いこととする。 

× 

10 ＡＨＲ 
ＣＨＲ 

ＡＨＲやＣＨＲ業務では、ＡＭＲと同じようにマスターＢ／Ｌの先頭４
桁と船会社コードの同一性をチェックして欲しい。（当該要望が対応で
きれば、項番９は不要） 

11 ＶＣＡ 

出港前報告制度の運用開始に伴い韓国Ｆｅｅｄｅｒ船会社積トランシッ
プ貨物のＭＦＲ／ＤＭＦ登録を各地方港に委託する案件増加のため、 
ＶＣＡの制限値が港別100件の登録を超え新しい港の追加登録ができない
状態であるため、150港（現在コード集に掲載されている港（開港）の数
が136港）登録可能としてほしい。 

２００港まで登録可能とする。 

○ 

12 ＤＭＦ 
ＤＭＦは船卸港単位で実施しており、近海航路の船舶について前航海の
貨物がシステムに残っている場合には、船卸港枝番の運用で対処してい
るが運用が難しいため航海番号の登録をできるようにしてほしい。 

航海番号を積荷情報の一意制約項目とする（ＭＦＲ等におけ
る航海番号の入力を必須化し、ＤＭＦの入力項目に航海番号
を追加する）。 ○ 

13 コール 
サイン 

コールサインを変更した場合、後続業務の関係でしばらくの間旧コール
サインをシステム上残しているためコード表にも同一本船のコードが二
重に掲載されている。コード表上新しいコードが分かるようにしてほし
い。 

コード表に「登録日」等を追加した場合、最新の登録日で
あったとしてもその船舶が最新であるかの判断ができない為、
対応しないこととする。 × 

14 ＡＨＲ 

①「出港前報告訂正（ハウスＢ／Ｌ）（ＣＨＲ）」業務にて不一致が解
消した場合に、「出港前報告（ＡＭＲ）」業務及び「出港前報告訂正
（ＣＭＲ）」業務で「２：追加」を実施した船社に、不一致解消を知ら
せる帳票を配信してほしい。 
②「出港前報告（ハウスＢ／Ｌ）（ＡＨＲ）」業務、ＣＨＲ業務で
「２：追加」実施時にＡＭＲ等との不一致情報を実施ＮＶＯＣＣに対し
ても出力してほしい。 

①船会社からの要望がないことから、対応しないこととする。 
②ＡＨＲ、ＣＨＲの処理結果通知においてマッチング判定結

果の出力を行っていることから、対応しないこととする。 
× 

15 ＮＶＣ０１ 
混載子Ｂ／Ｌ番号などの明細について欄数(繰り返し)を増やす。 
(現行２０欄では１親Ｂ／Ｌに対して子Ｂ／Ｌが１件のＮＶＣ業務で入力
できない場合があるので５０欄程度の増やしてもらいたい) 

システム負荷がかかるほか、自社システム利用者への影響も
考えられるため、対応しないこととする。 × 

16 ＩＡＲ 
出港前報告情報は報告者及び通知先の船会社、船舶代理店、ＮＶＯＣＣ
のみしか照会できないが、非常に有用な情報であることから、通関業者
や荷主等についても開示していただきたい。 

出港前報告情報は、出港前報告制度に基づきＮＡＣＣＳに登
録している情報であることから、船会社として出港前情報を
関係者以外に開示する事はできないとの意見があるため、照
会可能者の拡大は実施しないこととする。 

× 

３．プログラム変更要望一覧（２） 
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